[bookmark: _Hlk93480937][bookmark: _Hlk93403437]公認心理師教育コアカリキュラム案　（科目表２）　大学院の科目

「公認心理師教育コアカリキュラム案」は、公認心理師養成大学教員連絡協議会（以下、公大協）が2022年10月24日に公表したものです。大学と大学院のカリキュラムを含みます。　
この「科目表２」は、大学院の科目だけをまとめたものです。
大学の科目については、「科目表１」をごらんください。
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＊「公認心理師教育コアカリキュラム案」の詳細については公大協のサイトを
ごらんください。
https://psych.or.jp/qualification/shinrishi_info/core_curriculum202203

コアカリキュラム案　全体の構成

	カテゴリー
	大項目
（タイトル）
	科目名
	中項目
（学修目標）
（現行の到達目標）
	小項目（学修内容）

	
	
	大学
	大学院または
実務経験プログラム
	
	

	A　公認心理師として求められる基本的な資質・能力
　
	A-1　公認心理師の職責
	公認心理師の職責
	　
	　
	　

	
	A-2　医学概論
　
　
	A-2-1　人体の構造と機能及び疾病
	人体の構造と機能および疾病
	　
	　
	　

	
	
	A-2-2　精神疾患とその治療
	精神疾患とその治療
	　
	　
	　

	
	
	A-2-3　脳の働きと障害
	神経心理学
	　
	　
	　

	
	A-3　公認心理師に関する制度
	関係行政論
	　
	　
	　

	B　心の基本的メカニズムの理解

	B-1　心理学の全体論と方法論
　
	B-1-1　心理学の基盤
	心理学概論
	　
	　
	　

	
	
	B-1-2　臨床心理学の概要
	臨床心理学概論
	　
	　
	　

	
	
	B-1-3　心理学研究法
	心理学研究法
	　
	　
	　

	
	
	B-1-4　心理学統計法
	心理学統計法
	　
	　
	　

	
	
	B-1-5　心理学に関する実験
	心理学実験
	　
	　
	　

	
	B-2 心の基本的メカニズム

	B-2-1　感覚及び知覚
	感覚・知覚心理学
	　
	　
	　

	
	
	B-2-2　認知及び言語
	認知・言語心理学
	　
	　
	　

	
	
	B-2-3　学習及び行動
	学習心理学とその応用
	　
	　
	　

	
	
	B-2-4　感情及びパーソナリティ
	感情及びパーソナリティ心理学
	　
	　
	　

	
	
	B-2-5　生物としての人間
	進化・生理心理学
	　
	　
	　

	
	
	B-2-6　社会に関する心理学
	社会心理学
	　
	　
	　

	
	B-3　発達と障害
　
	B-3-1　発達
	発達心理学
	　
	　
	　

	
	
	B-3-2　障害に関する心理学
	障害心理学
	　
	　
	　

	C　公認心理師の業務の基本
　
　
　
　
　
	C-1　心理状態の観察及び結果の分析
	C-1-1　心理状態の観察及び結果の分析（基礎）
	心理的アセスメント
	　
	　
	　

	
	
	C-1-2　心理状態の観察及び結果の分析（実践）
	　
	心理的アセスメントに関する理論と実践
	　
	　

	
	C-2　心理に関する支援
	C-2-1　心理に関する支援（基礎）
	心理学的支援法
	　
	　
	　

	
	
	C-2-2　心理に関する支援（実践）
	　
	心理支援に関する理論と実践
	　
	　

	
	C-3 　関係者への支援
	C-3  家族関係・集団・組織に働きかける心理療法
	　
	家族関係・集団・組織に働きかける心理療法等に関する理論と実践
	　
	　

	
	C-4　心の健康教育等
	C-4　心の健康教育等
	　
	心の健康教育に関する理論と実践
	　
	　

	D　主要5分野等における実践の心理学

	D-1　健康・医療に関する心理学
　
	D-1-1　健康・医療に関する心理学（基礎）
	健康・医療心理学
	　
	　
	　

	
	
	D-1-2　健康・医療に関する心理学（実践）
	　
	保健医療分野に関する理論と支援の展開
	　
	　

	
	D-2　福祉・家族に関する心理学
	D-2-1　福祉・家族に関する心理学（基礎）
	福祉・家族心理学
	　
	　
	　

	
	
	D-2-2　福祉・家族に関する心理学（実践）
	　
	福祉分野に関する理論と支援の展開
	　
	　

	
	D-3　教育に関する心理学
	D-3-1　教育に関する心理学（基礎）
	教育・学校心理学
	　
	　
	　

	
	
	D-3-2　教育に関する心理学（実践）
	　
	教育分野に関する理論と支援の展開
	　
	　

	
	D-4　司法・犯罪に関する心理学
	D-4-1　司法・犯罪に関する心理学（基礎）
	司法・犯罪心理学
	　
	　
	　

	
	
	D-4-2　司法・犯罪に関する心理学（実践）
	　
	司法分野に関する理論と支援の展開
	　
	　

	
	D-5　産業・組織に関する心理学
	D-5-1　産業・組織に関する心理学（基礎）
	産業・組織心理学
	　
	　
	　

	
	
	D-5-2　産業・組織に関する心理学（実践）
	　
	産業・労働分野に関する理論と支援の展開
	　
	　

	E　心理演習
	　
	　
	心理演習
	　
	　
	　

	F　実習
	F-1 心理実習
	　
	心理実習
	　
	　
	　

	　
	F-2 心理実践実習
	　
	　
	心理実践実習
	　
	　

	G　卒業論文
	　
	　
	卒業研究・卒業論文
	　
	　
	　

	H　修士論文
	　
	　
	　
	修士論文
	　
	　


注）カテゴリー、大項目、科目名だけを示します。中項目と小項目は省略。






	カテゴリーＣ　公認心理師の業務の基本
大項目　Ｃ－1　心理状態の観察及び結果の分析
Ｃ－１－２　心理状態の観察及び結果の分析（実践）

大学院における科目名：心理的アセスメントに関する理論と実践
ねらい
公認心理師の業務の基本として、さまざまな心理的アセスメントを適切に実施し、心理に関する相談、助言、指導等へ応用する実践力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①公認心理師の実践における心理的アセスメントの意義を理解し、説明できる。
	・心理的アセスメントの意義と基本姿勢

	②心理的アセスメントに関する理論と方法について概説できる。
	・知能検査
・認知症・認知機能障害スクリーニング検査/神経心理学的検査
・卒業論文生理心理学的検査
・発達検査及び発達障害スクリーニング検査
・パーソナリティ検査
・国際生活機能分類
・操作的診断分類(DSM、ICD)
・構造化面接法
・症状評価尺度
・生態学的・活動論的アセスメント
・行動観察に関する理論と方法

	③心理に関する相談、助言、指導等へ①及び②を応用することができる。
	・アセスメントで得られた情報の包括的理解
・ケースフォーミュレーションの運用
・アウトカムデータの測定と評価
・プロセスデータの測定と評価
・治療効果に関する情報提供
・所見の書き方とフィードバック


Ｃ－１－２　心理状態の観察及び結果の分析（実践）






心理に関する支援（実践）

	カテゴリーＣ　公認心理師の業務の基本
大項目　Ｃ－２　心理に関する支援
Ｃ－２－２　心理に関する支援（実践）

大学院における科目名：心理支援に関する理論と実践
ねらい
公認心理師の業務の基本として、さまざまな心理療法の理論や方法を理解し、支援を要するものの特性や状況に合わせながら、それらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①力動論に基づく心理療法の理論と方法について概説できる。
	・力動的心理療法の理論と方法
・対人関係の発達的理解
・治療構造
・セラピスト・クライエント関係(転移・逆転移)

	②行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法について概説できる。	

	・行動療法の理論と方法
・認知療法の理論と方法
・応用行動分析、臨床行動分析の理論と方法
・認知行動療法の理論と方法
・クライエントとの協働的関係を築くために必要な基本的態度と方略

	③その他の心理療法の理論と方法について概説できる。
	・来談者中心療法の理論と方法
・コミュニティ心理学に基づく心理支援の理論と方法
・ブリーフセラピー、解決志向アプローチの理論と方法
・発達論に基づく心理支援の理論と方法
・その他の心理療法の理論と方法

	④心理に関する相談、助言、指導等へ①及び③を応用することができる。
	・力動論に基づく実践
・力動論に基づく実践の事例検討とスーパービジョン
・行動論・認知論に基づく実践
・行動論・認知論に基づく実践の事例検討とスーパービジョン
・その他の心理療法の実践
・卒業論文その他の心理療法の事例検討とスーパービジョン
・コンサルテーション、チーム援助の実践
・コンサルテーション、チーム援助の事例検討とスーパービジョン

	[bookmark: _Hlk98256584][bookmark: _Hlk98256763]⑤心理に関する支援を要するものの特性や状況に応じた適切な支援方法の選択や調整ができる。
	・特性や状況に配慮したケースフォーミュレーションと介入の選択と調整
・エビデンス・ベースト・トリートメントの選択
・マニュアルに沿ったトリートメント・プログラムの実施
・被援助者によるプログラム評価
・アドヒアランスの評価





家族関係・集団・組織に働きかける心理療法

	カテゴリーＣ　公認心理師の業務の基本
大項目　Ｃ－３　関係者への支援
Ｃ－３　家族関係・集団・組織に働きかける心理療法

大学院における科目名：家族関係・集団・組織に働きかける心理療法等に関する理論と実践
ねらい
公認心理師の業務の基本として、家族や関係者、集団、組織などへの心理支援の理論と方法を理解し、支援を要するものの関係者に対して、それらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①家族関係等集団の関係性に焦点を当てた心理支援の理論と方法を概説できる。
	・家族のアセスメント
・家族への支援

	②地域社会や集団・組織に働きかける心理学的援助に関する理論と方法を概説できる。
	・集団・組織のアセスメント
・集団・組織への支援
・地域社会のアセスメント（コミュニティリサーチ、システムレベル、ニーズのアセスメントなど）
・地域社会への支援（コンサルテーション、サポートネットワーキング、自助グループなど）
・コミュニティアプローチ
・多文化支援
・アクションリサーチ

	③関係者の支援に関して①及び②を応用できる。
	・家族関係への心理支援の応用
・集団・組織への心理支援の応用
・地域社会への心理支援の応用






心の健康教育等

	カテゴリーＣ　公認心理師の業務の基本
大項目　Ｃ－４　心の健康教育等
Ｃ－４　心の健康教育等

大学院における科目名：心の健康教育に関する理論と実践
ねらい
公認心理師の業務の基本として、健康教育や健康増進に関する理論について理解し、さまざまな心の健康教育を実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①健康教育・健康増進に関する理論を概説できる。
	・健康教育と健康増進
・行動変容のための基礎理論：健康信念モデル、合理的行為理論、計画的行動理論
・行動変容ステージ(トランスセオレティカルモデル)
・プレシード・プロシードモデル／社会的認知理論／ソーシャル・マーケティング
・自己決定理論（動機づけ）

	②心の健康教育の生物・心理・社会的必要性を判断できる。

	・生物医学モデルから生物心理社会モデルへ
・一次予防、二次予防、三次予防
・生活習慣病予防：運動、食行動、睡眠
・感染症予防
・リスク集団
・リスクの指標：
・依存と嗜癖の疫学
・自殺の疫学
・事故の統計
・災害時のメンタルヘルス
・支援者のメンタルヘルス

	③(主として)集団を対象とした心の健康教育を実践できる。
	・心理教育
・ストレスマネジメント教育
・ソーシャルスキルトレーニング
・問題解決訓練
・アンガーマネジメント教育
・禁煙の支援・喫煙の予防
・アルコール健康問題への支援
・ギャンブル依存への支援
・インターネット、ゲーム依存への支援
・その他の依存への支援
・自殺対策への支援
・生活習慣(食・運動・睡眠)の改善の支援
・ハラスメントの予防
・危機介入(サイコロジカル・ファースト・エイドを含む)

	④心の健康教育に関わる組織や社会活動を支援できる。

	・引きこもり対策への支援(アウトリーチを含む)
・心の健康を促進させる自助グループの実際
・コミュニティへのエンパワーメント(ボランティア、NPO、NGO を含む)
・高齢者の孤立・閉じこもりへの支援
・自殺予防活動への支援





健康・医療に関する心理学（実践）

	カテゴリーＤ　主要５分野等における実践の心理学
大項目　Ｄ－１　健康・医療に関する心理学
Ｄ－１－２　健康・医療に関する心理学（実践）

大学院における科目名：保健医療分野に関する理論と支援の展開
ねらい
保健医療分野における公認心理師の業務として、健康・医療に関する心理学に関する理論や方法を理解し、分野の特徴や文脈に合わせながらそれらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①保健医療分野に関する基礎的知識を有し、説明できる。
	・医学と医療
・感染予防と医療安全（感染症法の知識を含む）
・内科症候学と内科診断学
・生活習慣病と心身症
・精神保健福祉
・地域保健(生活習慣病の予防と健康教育)
・神経系の構造と機能
・保健医療分野に関わる法規と制度
・医療保険制度と公認心理師が関係する診療報酬

	②医療分野での実践について概説できる。	

	・医療現場(含むチーム医療)における公認心理師の役割と主な業務
・予診の取り方
・診療録の書き方
・患者との面接の進め方
・一般身体科を含む医療機関におけるメンタルケア

	③精神科・心療内科での実践について概説できる。
	・精神科症候学、精神科診断学、精神疾患の国際的診断基準 (DSM、ICD)
・精神科病院・診療所(クリニック)
・心療内科病院・診療所(クリニック)
・向精神薬療法の基礎知識
・個人への心理支援
・集団療法による心理支援
・精神科・心療内科における心理アセスメント(自殺リスクの評価を含む)

	④保健活動が行われている現場での実践について概説できる。
	・さまざまな保健活動
・健康支援活動とストレスチェック
・自殺予防活動
・災害時等に必要な心理に関する支援






家族に関する心理学（実践）

	カテゴリーＤ　主要５分野等における実践の心理学
大項目　Ｄ－２　福祉・家族に関する心理学
Ｄ－２－２　福祉・家族に関する心理学（実践）

大学院における科目名：福祉分野に関する理論と支援の展開
ねらい
福祉分野における公認心理師の業務として、福祉・家族に関する心理学に関する理論や方法を理解し、分野の特徴や文脈に合わせながらそれらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①福祉分野に関する基礎的知識を有し、説明できる。	

	・国際生活機能分類（ICF）
・福祉分野に関わる法規と制度

	②家庭に関する問題や介護者（障害児・者、高齢者を含む）に対する実践について概説できる。
	・児童虐待問題への理解と支援
・子育て支援対策
・高齢者(認知症を含む)の介護者(家族・介護職)への心理支援
・高齢者虐待問題への理解と支援
・家庭内暴力(DV)の理解と支援

	③障害児/障害者に対する実践について概説できる。	

	・発達障害児者の理解と支援
・知的障害児者の理解と支援
・障害者虐待問題への理解と支援
・早期発達支援・療育
・児童発達支援事業/放課後等デイサービス
・障害者就労支援とジョブコーチ
・家族支援(ペアレント・トレーニング、兄弟への支援を含む)
・重度心身障害児の理解と支援
・強度行動障害の理解と支援

	④高齢者介護・福祉に対する実践について概説できる。
	・高齢期の心理的問題の理解と支援
・認知症の理解と支援
・早期診断補助・介入
・非薬物的介入(応用行動分析、回想法、認知活性化療法、認知リハビリテーションなど)
・意思決定支援(財産管理、遺言、アドバンスケアプランニングなど)
・慢性疾患の理解と支援（終末期ケア、ベストサポーティブケア、家族支援）
・アウトリーチ





教育に関する心理学（実践）

	カテゴリーＤ　主要５分野等における実践の心理学
大項目　Ｄ－３　教育に関する心理学
Ｄ－３－２　教育に関する心理学（実践）

大学院における科目名：教育分野に関する理論と支援の展開
ねらい
教育分野における公認心理師の業務として、教育に関する心理学に関する理論や方法を理解し、分野の特徴や文脈に合わせながらそれらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①教育分野に関する基礎的知識を有し、説明できる。	
	・教育相談
・生徒指導
・学習支援の基盤
・発達障害と特別支援教育
・インクルーシブ教育
・キャリア教育
・チーム学校
・ユニバーサルデザインと合理的配慮
・学生相談
・学校における倫理的配慮(守秘義務を含む)
・多文化的背景を持つ子どもの心理的理解と支援
・教育分野に関わる関連法規と制度

	②学校での実践について概説できる。
	・教育分野における公認心理師の役割と主な業務
・不登校およびいじめ問題の理解と支援
・スクールカウンセリング
・心理教育的アセスメント
・コンサルテーションとコーディネーション
・学習・発達支援
・緊急支援（虐待、自傷・他害行為、自然災害など）





司法・犯罪に関する心理学（実践）

	カテゴリーＤ　主要５分野等における実践の心理学
大項目　Ｄ－４　司法・犯罪に関する心理学
Ｄ－４－２　司法・犯罪に関する心理学（実践）

大学院における科目名：司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
ねらい
司法分野における公認心理師の業務として、司法・犯罪に関する心理学に関する理論や方法を理解し、分野の特徴や文脈に合わせながらそれらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①司法・犯罪分野に関する基礎的知識を有し、説明できる。
	・少年司法と非行心理学
・刑事司法と犯罪心理学
・リスク・ニーズ・反応性原則
・グッド・ライブズ・モデル
・薬物犯罪
・性的犯罪
・家事事件
・薬物依存離脱
・ギャンブル依存離脱
・触法精神障害者を取り巻く諸問題
・高齢者犯罪(加齢や認知症に伴う犯罪)
・司法・犯罪分野に関わる関連法規と制度
・犯罪被害者施策、犯罪被害者支援の理解

	②司法・犯罪分野での実践について概説できる。
	・犯罪・非行のアセスメント(参与観察を含む)
・リスクアセスメント
・精神鑑定と心理鑑定
・認知面接と司法面接
・施設内処遇と社会内処遇
・犯罪に関わる認知・行動変容の理解と支援
・犯罪予防
・急性期介入（サイコロジカルファーストエイド等）
・被害者支援（アドボケイト、心理社会的支援）
・PTSD等トラウマ関連疾患の治療（トラウマ焦点化認知行動療法、EMDR、遷延性悲嘆症治療等）
・トラウマインフォームドケア
・供述弱者支援
・性犯罪再犯防止
・DV加害者への予防プログラム
・リラプス・プリベンション
・法と心理学（裁判心理学、供述心理学、目撃証言）





産業・組織に関する心理学（実践）

	カテゴリーＤ　主要５分野等における実践の心理学
大項目　Ｄ－５　産業・組織に関する心理学
Ｄ－５－２　産業・組織に関する心理学（実践）

大学院における科目名：産業・労働分野に関する理論と支援の展開
[bookmark: _Hlk93503903]ねらい
産業・労働分野における公認心理師の業務として、産業・組織に関する心理学に関する理論や方法を理解し、分野の特徴や文脈に合わせながらそれらを実践する力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①産業・労働分野に関する基礎的知識を有し、説明できる。

	・創造的で健康な組織(コンプライアンス、ガバナンス、個人情報管理)、ダイバーシティ・マネジメント
・労働市場把握と人的資源管理(能力開発)
・モチベーション、リーダーシップ、チームワーク
・労働安全衛生、安全配慮義務、ワークライフバランス
・活動成果の価値向上と社会的責任
・産業・労働分野に関わる関連法規と制度(働き方改革、労災認定と事業者責任、過労死)

	②産業・労働分野での実践について概説できる。
	・組織(職場)風土の測定、診断、組織文化、組織開発
・職業性ストレスに関する諸理論と職場の対策、ストレスチェック制度とその運用、職場のメンタルヘルスケア、復職支援
・コンピテンシーの評価、開発育成(マニュアルの意義と作成、メンタリング、コーチング)
・採用と面接、心理アセスメントの活用、人事評価、給与報酬、昇進・昇格管理、職務の設計、訓練と人材育成、キャリア支援(キャ リアコンサルティング、ジョブカード制度、セルフ・キャリア ドック制度)、退職準備支援
・ハラスメント、コンフリクト、自殺防止方策など危機対応
・多様な労働者、多職種、各種社会資源との連携、EAP、協働促進
・多様なステークスホルダーとの連携(経営層、労働組合など)
・ポジティブメンタルヘルス(ワーク・エンゲイジメントなど)
・仕事外の要因(ワークライフバランス、リカバリー経験)
・社会・経済・行政の動き(働き方改革、健康経営)
・新しい働き方(リモートワーク、在宅勤務、サテライトオフィス、コワーキングオフィス、シェアオフィスなど)

	③個人の状況理解・支援と組織課題との関連が洞察できる。

	・個人の症状
・職場風土、管理職の意思決定と行動傾向、経営方針、評価制度、経営陣のあり方
・組織課題、経営のあり方への問題提起
・ゼロ次予防





心理実践実習

	カテゴリーＦ　実習
大項目　Ｆ－２　心理実践実習
Ｆ－２　心理実践実習　

大学院における科目名：心理実践実習
ねらい
心理実践実習は、これまでに得た知識・技能の基礎的な理解の上に、心理に関する支援を要する者等に対して支援を実践しながら、公認心理師に必要な知識・技能を修得する。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①心理に関する支援を要する者等に対して支援を実践しながら、公認心理師に必要な知識・技能を修得する。
	(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得
（１）コミュニケーション
（２）心理検査
（３）心理面接
（４）地域支援 等
(イ) 心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成
(ウ) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ
(エ) 多職種連携及び地域連携
(オ) 公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解



＊心理実践実習の条件と指導体制について		
1）実習施設
＜現行＞
主要５分野のうち３分野以上の施設において、実習を実施することが望ましい。ただし、医療機関における実習は必須とするべきこと。なお、医療機関以外の施設においては、見学を中心とする実習を実施しても差し支えない。なお、大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室における実習は、心理実践実習の時間に含めて差し支えないが、主要５分野のいずれにも含まれないこと。
なお、主要５分野に関する具体的な施設については「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」（平成29年文部科学省・厚生労働省告示第５号）のとおり。）とする。
＜提案＞
高度な専門職養成には実習時間の確保が必要である一方、現状では負担が大きいものとなっているため、実習科目の仕組み（時間 / 指導方法）を再考する必要がある。

2）実習時間
＜現行＞
心理実践実習の時間は、450 時間以上とすること。また、実習において担当ケース（心理に関する支援を要する者等を対象とした心理的支援等）に関する実習時間は計 270 時間以上（うち、学外施設における当該実習時間は 90 時間以上）とするべきこと。
＜提案＞
高度な専門職養成には実習時間の確保が必要である一方、現状では負担が大きいものとなっているため、実習科目の仕組み（時間 / 指導方法）を再考する必要がある。
[bookmark: _Hlk101347424]『公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査』（国立精神・神経医療研究センター、2020）では、下記のとおり、「多職種連携とコミュニケーション能力の向上」が公認心理師に必要な知識やスキルであると捉えられており、公認心理師に必要な基本的知識・技術はこの点に大きく集約されるといえる。「多職種連携とコミュニケーション能力の向上」を目的とした実習内容であれば、450時間もの実習時間が必ずしも必要であるとは言えない。
 出典：『公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査』（国立精神・神経医療研究センター、2020）

心理実践実習の時間として、240時間〜360時間（大学設置基準：８単位分）を提案する（担当ケースに関する実習時間＝150時間）。なお、担当ケースに関する実習については、大学院在学中に担当したケースについてのケースレポートの作成を課し、当該レポートの成果が評価の一部とされることを提案する。

3）大学院における心理実践実習の指導体制について
＜現行＞　
実習演習担当教員は、公認心理師の資格を取得した後、法第２条各号に掲げる行為の業務に５年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
＜提案＞
若手教員が実習・演習科目を担当することができないため、一部の教員への負担増となっている。そこで、実習指導教員と実習指導補助教員という２つのカテゴリーを設定し、実習指導教員はこの基準でよいが、実習指導補助教員は、公認心理師業務を２年以上経験したものであれば実習指導教員の指示の下、実習指導を行うことができるとする。

4）大学院における心理実践実習を担当する教員の配置人数
＜現行＞
実習生５人につき教員一人とする。
＜提案＞
若手教員が実習・演習科目を担当することができないため、一部の教員への負担増となっている。そこで、実習生５人につき実習指導教員あるいは実習指導補助教員一人とする。

5)学外の施設における心理実践実習を担当する指導者の指導体制
＜現行＞
以下のいずれも満たす者とする。 
1. 公認心理師の資格を取得後５年以上公認心理師としての業務に従事した者
2. 所定の講習会を受講した者
＜提案＞
現行のとおりとする。
なお、所定の講習会の早期実施を要望する。

6)学外の施設における心理実践実習を担当する指導者の配置人数
＜現行＞
実習生５人につき指導者一人とする。
＜提案＞
若手教員が実習・演習科目を担当することができないため、一部の教員への負担増となっている。そこで、実習生５人につき実習指導教員あるいは実習指導補助教員一人とする。

7）指導方法
＜現行＞
（１）施行規則第３条第３項に規定する実習施設は、実習担当教員による巡回指導が可能な範囲で選定し、巡回指導は、実習期間中、概ね週１回以上定期的に行うこと。
（２）各実習施設における実習計画が、当該実習施設との連携の下に定められていること。
（３）実習において知り得た個人の秘密の保持について、実習生が十分配慮するよう指導すること。
（４）実習内容、実習指導体制及び実習中のリスク管理等については、各実習施設との間で十分に協議し確認を行うこと。
（５）実習を実施する際には、健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にあることを確認した上で実施すること。
（６）実習の指導を実施する際には、次の点に留意すること。
ア 心理実習及び心理実践実習を効果的に進めるため、実習生用の「実習指導マニュアル」及び実習の振り返りや評価を行うための「実習記録ノート」等を作成し、実習の指導に活用すること。
イ 実習後においては、実習生ごとに実習内容についての達成度を評価し、必要な個別指導を行うこと。
ウ 実習の達成度等の評価基準を明確にし、評価に際しては実習施設の実習指導者の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと。
＜提案＞
高度な専門職養成には実習時間の確保が必要である一方、現状では負担が大きいものとなっているため、実習科目の仕組み（時間 / 指導方法）を再考する必要がある。
現行では、各養成大学が同様の内容の実習に参加しているものの、実習記録ノートの活用や実習指導マニュアルを利用した指導・評価を手探り状態で実施しているため、負担が大きい。実習の基本マニュアルを作成し、各大学が運用することによって長期的には負担が減少することが期待される。
 


修士論文

	カテゴリーＨ　修士論文
大項目　Ｈ　修士論文
Ｈ　修士論文

大学院における科目名：修士論文
ねらい
　修士論文は、国内外の関連研究のレビューを通して、学術的・臨床的意義の認められる独創的なテーマを学生自ら設定し、計画を立てて実行し解決をはかることにより、心理学における高度な問題解決能力を体得する科目である。心理学研究は学術的知見やエビデンスを進歩させ、科学者-実践家モデルを重視した公認心理師の専門性を確立するために必須である。これにより公認心理師の職責としての問題発見・解決能力を身につける。

	中項目（学習目標）
	小項目（学修内容）

	①科学者-実践家モデルに基づいた問題発見・解決能力として、心理学研究の意義と位置づけを説明できる。
	・心理学研究は、心理学の学術的知見やエビデンスを発展させ、支援対象者の利益を増進させることを目的とすることを説明できる。
・心理学研究は、公認心理師の科学者－実践家モデルとしての専門性やエビデンスに対する基本的な態度を確立し、また、現場での実践における課題発見・解決能力を向上させるなど点で、公認心理師の職責において必須であることを説明できる。
・研究の自立性と独創性を理解し、新たな課題にチャレンジする創造的精神を涵養する。

	②国内外の関連研究のレビューを通して、学術的・臨床的意義の認められる独創的なテーマを設定することができる。
	・自らが実施する研究課題に関する国内外の研究成果を調査することができる。
・先行研究に対する批判的思考を身につけ、新たな問題を発見できる創造的精神を涵養する。
・先行研究に対する批判的思考を通して、学術的・臨床的意義の認められる独創的な問題設定をすることができる。

	③自らが実施する研究に必要な方法を理解し、統制のとれた研究計画を立てることができる。
	・自らが設定したテーマの問題を解決するために、研究計画を立案することができる。
・自らが設定した問題を解決するために適した心理学の実証的方法を選択することができる。
・自らが得た研究結果を整理解釈するための適切な統計的方法を選択することができる。

	④自らが実施する研究に必要な倫理を理解し、それを遵守して研究を遂行できる。
	・自らが実施する研究に関係する倫理指針、対象者の人権擁護、個人情報の取扱い、研究不正の回避などの知識を理解し説明できる。
・自らが実施する研究において倫理的配慮に関する計画を立案できる。
・自らが立案した倫理的配慮に関する計画を遵守して研究を実施することができる。

	⑤自らが作成した研究計画にもとづき、知識や技能を総合的に活用して研究を遂行できる。

	・自らが立てた研究計画に従い、これまで獲得した知識や技能を総合的に活用して、研究を遂行できる。
・研究の各プロセスを適切に記録することができる。
・適切な統計的方法を実施して実証的に解釈することができる。
・研究結果について、適切で合理的な推論にもとづいて解釈し、考察することができる。
・研究成果にもとづいて新たな仮説を設定し、それを解決するための手段を提案するなど、新たな次の研究につなげることができる。

	⑥自らが実施した研究成果を発表し、科学的報告書を作成することができる。
	・研究成果について効果的なプレゼンテーションを行い、適切な質疑応答ができる。
・研究成果をまとめ、科学的報告書を作成することができる。

	⑦自らが実施した研究成果を考察し公認心理師の実践に適用することができる。
	・自らが実施した研究成果を批判的に吟味し、その適用可能範囲や限界を踏まえた上で、現場の実践の問題解決に活用する方法を考察することができる。
・研究で得た知識をもとに、支援対象者のアセスメント、心理的援助、心の健康教育など公認心理師の実践の深化へとつなげることができる。
・自らが研究を遂行するプロセスにおいて、公認心理師としての問題発見と問題解決の能力を養い、生涯にわたる研究活動への志向や意欲を身につける。



＊修士論文の必要性
修士論文は、エビデンスに基づく実践を展開していく上での基盤的、統合的能力を育成するために必要な重要なプロセスであり、カリキュラムに組み込む必要があると考える。
卒業論文、修士論文、博士論文の段階性と連続性、修士論文の実施形態（開講の形式、教員の指導、単位数・時間数、履修の判定基準など）などは、今後検討すべき課題である。
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